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1. はじめに

　生命科学のデュアルユース性（用途の両義性）の管理の
あり方が問われて久しい．山田によれば，遺伝子クローニ
ング技術の登場を契機として生命科学研究が近代的な意味
におけるデュアルユース・ジレンマの明確な対象となった
とされる 1）．1990年代には，生命科学の誤用・悪用の懸
念を抱かせる研究がいくつか指摘され始めた 2）．旧ソビエ
トの生物兵器開発計画が明るみに出た際には，遺伝子工学
の応用も検討されていたことが明らかになった 3）．生物兵
器不拡散のための国際条約である生物兵器禁止条約のコン
テクストでも，2001～ 2002年の第 5回運用検討会議で，
英国が科学技術と関連領域によるテロの懸念の関係を認識
する必要性を訴えている 2）．さらに，2001年の炭疽菌テ
ロ事件により，生物学的脅威は，より現実的な脅威として
受け止められることにもなった．そして，2011年にイン
フルエンザ A/H5N1ウイルスのヒトへの空気伝播性に関
する河岡氏らのグループ 6）とフーシエ氏らグループの論
文 7）の掲載差し止めを巡る議論 8）は，生命科学分野にお
けるデュアルユース問題について，科学界のより一層の関
心を高めることになった．
　国内では，防衛医科大学校や慶應義塾大学グローバルセ
キュリティ研究所，科学技術振興機構らにより，普及啓発
や教育の取り組みがなされてきた 9）．また，日本学術会議に
おいても議論が進められ 10），科学者の行動規範の改訂 11）

が行われたほか，病原体研究に関するデュアルユース問題
についての提言 12）もまとめられたところである．また，
行政機関から研究機関・研究者個人に至る様々なステーク
ホルダーについて，研究開発の段階に応じて取るべき対応
策が科学技術振興機構のグループから提案されたところで
ある 13）．一方で，さらなる普及啓発や意識向上，ほか，
具体的な管理方策のあり方については議論が進んでいると
は言えない．
　本論文と，同号の天野らの論文 14）では，我が国におけ
るバイオセキュリティの向上に向けた今後の施策を検討す
る上で，先進的な取り組みを行うオランダと米国の事例を
紹介したい．米国では，2004年に米国アカデミーが研究
諮問委員会を開催し，「テロリズム時代のバイオテクノロ
ジー研究」（通称：フィンクレポート）15）と題する報告書
を作成し，7つの提言がなされた．その提言に基づき，国
家バイオセキュリティ科学諮問委員会（National Science 
Advisory Board for Biosecurity）が組織され， デュアル
ユース研究を監督する方策などを議論している．その後の
最新の動向を天野らがまとめた．
　オランダは，2007年には，バイオセキュリティに特化
した行動規範「A Code of Conduct for Biosecurity （バイオ
セキュリティ行動規範）16）」を作成するなど，バイオセキュ
リティ強化に取り組んできた．2012年には，インフルエ
ンザ A/H5N1ウイルス研究のデュアルユース性を巡る問
題の対応にも追われ，国内での対応のあり方について検討
を進めてきた．2013年にはオランダ教育・文化・科学大
臣が王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）に諮問し
た報告書「バイオセキュリティ向上～デュアルユース研究
の評価 17）」（以下，KNAW報告書）をまとめ，同年，「バ
イオセキュリティ・オフィス」を政府に立ち上げ，意識の
向上等に努め，教育のための自己評価ツールの開発などを
進めている．本論文では，オランダのこれらの一連の取組
みを紹介する．
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　高病原性のインフルエンザウイルス A/H5ウイルスは，
デュアルユース性がある物品とされており，その開発や生
産，使用に必要な技術の輸出も規制対象となる．一方で，「基
礎的な科学研究」や「すでに公知の技術」は輸出管理の対
象外とされていることから，地方裁判所に，本研究論文は
輸出規制に該当するものではないこと，また，輸出許可を
求めることは科学研究へのアクセスを制限することであ
り，国際法上も不公平であるとフーシエ氏らは訴えた．し
かしながら，地方裁判所は，空気伝播する H5N1ウイルス
の作成は，単なる基礎研究にはあたらず，「実用的な目的
がある」との見解を示し，使用されている技術も知られて
いるものではあるが，「新たな結果を生み出すための様々
な選択がなされている」とした．また，科学研究の知見の
普及の遅れも，拡散予防の重要性が上回るもの，として訴
えを却下した 24）．この一連の論争が，オランダ国内で，
生命科学におけるデュアルユース研究の取り扱いに問題を
投げかけることになった．
　なお，フーシエ氏らは，判決を不服とし，さらに抗告裁
判所に訴えを起こした．抗告裁判所の判決は 2015年 6月
に下ったが，「フーシエ氏が輸出許可を求めて許可を得た
時点で，輸出規制に該当するか否かを争う権利はない」と
結論した．つまり，輸出許可を申請するか，あるいは輸出
許可は申請せずに輸出許可に該当するか否かを争うべき
だった，ということになる 24）．政府は申し立てをそもそ
も検討するべきではなく，地方裁判所もその申し立ての却
下を支持するものではないとして，上記の判決も無効と
なった．次回，オランダのラボは，同様のデュアルユース
性を持つ論文を投稿する際，輸出許可を申請するべきか，
（論文の出版が遅れてしまうリスクも承知で）輸出規制に
該当するか否かを争うか，判断を迫られることになるだろ
う．

4. バイオセキュリティ向上～デュアルユース研究の評価

　H5N1ウイルス研究を巡るこの論争を契機に，オランダ
教育・文化・科学省担当副大臣が王立オランダ科学芸術ア
カデミー（KNAW）にデュアルユース研究の取扱いに関す
る助言を求めた．副大臣は，特に「デュアルユース研究を
いかに評価するか」「誰がデュアルユース研究を評価すべ
きか」という質問を投げかけた．アカデミーの理事は，バ
イオセキュリティ委員会（Biosecurity Committee, 以下，
委員会）を立ち上げ，アカデミー内では，2007年に行動
規範も作成したバイオセキュリティワーキンググループが
尽力し，KNAW報告書 17）を作成するに至った．
　KNAW報告書は，まず，セキュリティ，リスクとその
不確実性，バイオセキュリティ，バイオセーフティ，バイ
オリスク，デュアルユース研究といった概念と既存の法体
系を整理している．
　「バイオセキュリティ」については，生命科学研究の誤

2. バイオセキュリティ行動規範

　科学技術の悪用や誤用という問題に対して，行動規範を
作成し，自らの責任の認識と研究活動のあり方を示す研究
者側の自己規制は重要なアプローチである．2005年に，
インターアカデミーパネル（IAP）は，68カ国の科学アカ
デミーの同意を得て，「バイオセキュリティに関する IAP
声明 18）」を発表し，独自の行動規範を策定しようとする
科学者や団体らに向けてその指針となる原則を示した．こ
れを受けて，オランダは，2007年に世界に先駆けて，バ
イオセキュリティに特化した行動規範を作成した 16）．こ
れは，教育・文化・科学大臣の要請により，王立オランダ
科学芸術アカデミーがワーキンググループを 2006年に設
置し作成された．生命工学技術の悪用を防止する観点から，
科学者としてなすべき事を網羅的に，しかしコンパクトに
行動規範としてまとめ上げており，背景の解説を含めて記
載されているものだった．しかしながら，行動規範の作成
はゴールでは無く，意識向上につなげることが行動規範の
重要な目的である．科学者に広く周知されて初めて，その
意義が発揮されるものであり，オランダのアプローチには，
その重要な実験的意味がある，とバイオセキュリティの専
門家ダンドー氏は指摘した 19）．また，バイオセキュリティ
行動規範は，研究者から資金提供団体等まで利害関係者に
それぞれ責任があることは示しているが，明確に政府の役
割を指し示すものではなかった 17）．
　その後，行動規範に続く次のステップが模索される中，
次項で解説するインフルエンザウイルス H5N1実験に関し
て，国際的な議論とオランダ国内での輸出管理を巡る議論
が勃発する．

3. インフルエンザウイルス H5N1実験に関する
オランダの対応

　2011年秋より，インフルエンザ A/H5N1ウイルスのヒ
トへの空気伝播性に関する河岡氏らのグループとフーシエ
氏らのグループの論文の掲載差し止めを巡る国際的な議論
が交わされる一方，オランダ政府は，フーシエ氏らの論文
の公表に際し，EU外に危険な知見を輸出することに等し
く，2009年に発出した核・生物・化学兵器の拡散を防止
するための規制 20）に該当する，として輸出許可を得るよ
う求めた．そのため，フーシエ氏は，投稿時には申請して
いなかったが，サイエンス誌に修正論文を送付する際に輸
出許可を申請し，許可が下りて，2012年 6月に掲載された．
フーシエ氏のチームは，同じ号に掲載した付属論文 21）と
2014年に Cell誌に掲載された関係論文 22）についても申
請し許可を得たという 23）．フーシエ氏は，論文掲載が遅
れることを懸念し，輸出許可を申請した．しかし，その後，
これは輸出管理の対象外のはずである，と貿易開発協力大
臣に申し立てたが，2012年 12月に却下された．
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用を防ぐことに焦点を当てる概念とし，科学者やラボの技
術者らのみならず，セキュリティ専門家，政治家，様々な
省庁の公務員，そしてメディアが関わる問題と指摘した．
生物剤が関わる「デュアルユース」の定義については，技
術・生物学的視点と社会・政治の文脈と双方を考慮すべき，
と指摘した．そして，バイオセキュリティの文脈における
デュアルユース研究を以下のように記述した．
1. 現在の情報から，誤用されうる可能性がある知識・生産
品・技術を使用する，あるいはそれらにつながると妥当
に考えられる研究であり，かつ

2. 特定可能な脅威と重大な誤用のリスクと関わりがあり，
かつ

3. 社会（健康，安全，農業，植物，動物，環境や財産）に
対して重大な結果を生じうる研究

　この定義に基づいて，「デュアルユース研究を如何に評
価するか」という前者の問いについて，委員会は，病原体
そのものと関連研究の性質による生物学的な検討と，研究
が実施される社会的・政治的な文脈的な検討を織り込んだ
評価フレームワークを開発した．研究者は，研究を進める
様々な段階で，両方の視点から検討を行うことが求められ
る．まず，そのプロジェクトにデュアルユース性があるか
を検討する．続いて，どのような結果をもたらし得るかを
検討する．
　すると，これは脅威となりうるか，それはどのような脅
威か，それが脅威となるのかを誰が決定するのか，そして
委員会がいう「デュアルユース研究」を構成するほどの脅
威と言えるのか，といった疑問が生じてくる．それゆえ，
研究や公表のデュアルユース性の検討にあたっては，脅威
評価が関わってくることを指摘した．また，研究への資金
提供や，研究を実施する段階と公表の段階とでは考慮すべ
きことが異なることも指摘された．
　後者の「誰がデュアルユース研究を評価すべきか」との
問いについては，デュアルユース研究の評価については，
その責任は，主に研究者と関係団体にあると結論した．そ
れゆえ，そのような団体は，研究提案や結果について，バ
イオセキュリティの観点から助言を求める機会を有するべ
きであると指摘した．その助言のためには，様々な領域（関
係する科学，ラボセキュリティ，国内・国際的な脅威分析）
での知見と専門性が必要である．委員会は，既存の組織や

委員会等で検討したが，適切な例が無いと判断し，助言委
員会「生命科学研究のためのバイオセキュリティ助言委員
会」を別個に設置することを提案した．また，多くの省庁
が関わる問題ではあるが，設立に責任を有する省庁は必要
であるという観点から，そして，公衆衛生と保健システム
がデュアルユースプロジェクトにおける最大の懸念であ
り，誤用により最も影響を受けることから，健康・福祉・
スポーツ省が助言委員会を設置し，調整役となることを提
案した．設置機関については，その助言が受け入れられ実
効性を持たせるためには，一般市民に，そして政治的に，
また科学界で受け入れられる権威である必要がある．その
観点から，オランダ国立公衆衛生環境研究所（RVIM），
KNAWそしてオランダ保健審議会が検討の候補に挙がっ
た．そのメリット・デメリットが検討された結果，バイオ
セキュリティやデュアルユースに関する専門性には劣るも
のの，諮問機関としてのこれまでの経験と位置付けから，
オランダ保健審議会の権限の下に設置されるべき，と助言
委員会は提言した．

5. バイオセキュリティ・オフィスの創設

　バイオセキュリティ・オフィスは，2013年に，バイオ
セキュリティに関する知見と情報を集約すべく，RVIMに
設置された 4）．そのミッションは，バイオセキュリティに
関する意識の向上，バイオセキュリティに関する情報素材
やツールの提供，政府によるさらなるバイオセキュリティ
のための法制化や規制のオプションの検討を支援すること
である．RVIMの関係機関から 8人の専門家が集められ，
関係省庁の関係部署と密に連携し，現場に必要な情報を提
供する一方，専門家からの注意喚起を然るべき政府組織に
提供している．
　バイオセキュリティ・オフィスは，関係省庁によるバイ
オセキュリティワーキンググループ（表 1）を支援し，オ
ランダのバイオリスクマネジメント政策形成に役立つ知見
や専門性を提供している．このオフィスは，政府と関係組
織をつなぐ架け橋となり，現場からのインプットを政策形
成プロセスに移入する役割がある．報告書「バイオセキュ
リティの向上」の作成にあたったバイオセキュリティワー
キンググループにも参画するなど，その専門性を活かして
政策形成に寄与している．バイオセキュリティ・オフィス

表 1　バイオセキュティワーキンググループと関係する部署 4)

健康・福祉・スポーツ省
治安・法務省
社会基盤・環境省
経済省
外務省
教育・文化・科学省
社会雇用省
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る．またバイオセキュリティのコンセプトを紹介する動画
も提供している．
　「バイオセキュリティ・ツールキット」はウェッブ上で
利用可能な自己診断ツールである（www.biosecuritytoolkit.
com）26）．実際に危険病原体を扱っている組織を主な対象
として，現在のバイオセキュリティレベル，組織内のバイ
オセキュリティ・レジームの問題を明らかにし，関連法や
良い実践例を提供するツールとなっている．内容は「8つ
の柱（物理的対策・人物の信頼性・物質の説明責任・運搬
セキュリティ・情報セキュリティ・意識・対応・管理）」
で構成されており，設問に回答していくと自組織の強みと
弱みが明らかになる．
　さらに，新たなツールとして「脆弱性スキャンツール」
の開発が行われている．これは，実世界のシナリオを使用
したより実践的な評価ツールとなる予定であるという．

8. 最後に

　デュアルユースの問題については，まずこの問題に関す
る認識を高めることが必要である．今や，オランダのバイ
オリスクマネジメント概念には，従来のラボバイオセーフ
ティ・バイオセキュリティの概念に加え，デュアルユース
の概念も織り込まれている（図 1）．いち早く行動規範を
作成したオランダであるが，その認知が研究者の中でも主
任研究者レベルに限られているといった状況を認識した上
で，「ボトムアップアプローチ」で認知向上を高めてきた．
これまで主に専門家を対象としてアウトリーチを行ってき
たが，さらにセミプロ・アマチュアサイエンティスト，学
生に対して，利害関係者を見出し，如何に意識を向上させ
ていくかが課題であることを指摘している 25）．日本国内
では，感染症法による病原体管理規制により，特定病原体
取扱い者等主要な関係者には病原体管理について周知され
ているが，それ以外のステークホルダーについては十分に
認識されておらず，デュアルユースに関する教育機会も，
未だ限られている状況にあると考えられており，認識と意
識の向上は引き続き課題である．
　オランダでは，バイオセキュリティに関する取組みが，
論文投稿にかかる輸出管理についての論争が起きたことを
背景に，「意識の向上」や「教育」から一歩踏み込んで，
その責任や評価のあり方へと検討が進んだ段階にあること

は毎年モニタリングレポートを作成し，1年ごとに活動が
更新されている．最近では，WHO等との活動や，生物兵
器禁止条約会合などへの政府を代表しての出席など，国際
的な活動にも関与しつつある．

6. バイオセキュリティ・オフィスのアウトリーチ活動

　アウトリーチや意識向上もバイオセキュリティ・オフィ
スの重要な業務の一つである．オランダのアプローチの特
徴は，まずは，学生やアマチュア科学者・職業科学者といっ
た，実際に病原体研究に携わる者からアプローチする「ボ
トムアップアプローチ」である 25）．最初の２年間は，多
くの組織や学会などを回り，直接ラボ業務に関わっている
者やバイオセーフティオフィサー，セーフティ・セキュリ
ティオフィサーといった専門家を中心に面会し，政府の政
策やオフィスの活動を説明していった．訪問先には，病院
や診断施設，企業も含まれている．このようにして，約
350人の利害関係者を明らかにしていった．その後，専門
家グループを立ち上げてネットワークを形成した．専門家
グループは，政府の政策について現場の意見をフィード
バックし，バイオセキュリティ・オフィスが現場の意見を
取り込んだ政策やツールの形成を行うのを助ける役割を果
たした．そして，さらに知見を広め，バイオセキュリティ
に関する意識を向上させるため，2014年末にワークショッ
プを開催した．２回行われたワークショップには科学者か
ら企業関係者，バイオセーフティ・セキュリティ・セキュ
リティ関係者等 200人以上が参加し，ネットワークを拡大
した．午前の会合では法的側面を中心に，厚生省や治安・
法務省から講演が行われ，午後は 7つのワークショップか
ら２つを選択して参加する形となった（表 2）．参加者か
らは 10点満点で 7.6点と好意的な評価を得たという．今後，
ベストプラクティスを学ぶなど，情報交換のため，ネット
ワーキングの機会を開くことになり，2015年 11月下旬に
企画されているという．

7. 各種ツールの作成

　バイオセキュリティ・オフィスは，現場で生かせる各種
ツールも提供している．ウェッブサイト（http://www.
bureaubiosecurity.nl/en/）には，各種情報が集積している
が，オランダ語のみならず，英語でも情報提供がされてい

表 2　オランダのバイオセキュリティワークショップで提供された 7セッション 4) 

バイオセキュリティ入門
マネージメント・組織論－如何に上司にバイオセキュリティの必要性を納得させるか
パーソナルスクリーニング－同僚は信頼できるのか？
バイオ倫理と Dual-use –実施可能か，許されるのか，我々は望んでいるのか？
輸送 –助けて！私の病原体（あるいはその情報）が国境を越える必要がある！
合成生物学 –未来を見つめる : 遺伝子と DNAで創造的に働く
ヒト・モノ・情報の保護 : 押し込み強盗がアウトブレイクを起こす
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（15KT0054）及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（AMED）の感染症実用化研究事業の支援を受けました．
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